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このまちが好き幸手市　2022.11

☎

市 長 コラ ム

幸手市長　木村純夫

各
種
相
談
や
催
し
・
講
座
に
参
加
す
る
際
は
マ
ス
ク
を
着
用
し
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
デ
ィ
ス
タ
ン
ス
の
確
保
、
手
指
消
毒
な
ど
の
感
染
防
止
に
ご
協
力
を
。

状
況
に
応
じ
中
止
す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
、
最
新
の
情
報
は
お
問
い
合
わ
せ
い
た
だ
く
か
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

調
査
期
間　

12
月
１
日（
木
）
～
22
日（
木
）

※
調
査
員
は
調
査
員
証
を
携
帯
し
て
い
ま
す
。

問
合
せ　

社
会
福
祉
課
☎（
42
）８
４
３
５
・


　
（
43
）５
６
０
０

乱
開
発
抑
止
一
斉
パ
ト
ロ
ー
ル

　
「
幸
手
市
圏
央
道
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
周
辺
地

域
の
乱
開
発
抑
止
基
本
方
針
」に
基
づ
き
、
幸
手

イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
周
辺
の
乱
開
発
抑
止
一
斉

パ
ト
ロ
ー
ル
を
実
施
し
ま
す
。

期
間　

11
月
７
日（
月
）
～
25
日（
金
）

問
合
せ　

都
市
計
画
課　

内
線
５
６
４

建

築

後

退

用

地

の

買

取

り

　

市
街
化
区
域
で
建
築
物
を
新
築
、
増
築
な
ど

を
行
う
場
合
に
幅
員
が
４
ｍ
未
満
の
市
の
道
路

で
中
心
か
ら
２
ｍ
後
退
し
た
土
地（
建
築
後
退
用

地
）の
買
取
り
を
行
い
ま
す
。

※
詳
細
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

建
築
指
導
課　

内
線
５
７
２

農
用
地
区
域
か
ら
の
除
外
申
出

　

農
業
振
興
地
域
内
の
農
用
地
区
域
に
指
定
さ

れ
て
い
る
農
地
を
農
地
以
外
の
目
的
で
利
用
す

る
こ
と
は
、
厳
し
く
制
限
さ
れ
て
い
ま
す
。
例

外
と
し
て
、
農
家
の
分
家
住
宅
な
ど
法
律
で
転

用
が
許
可
さ
れ
る
よ
う
な
場
合
に
限
り
、
農
用

地
区
域
か
ら
除
外
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
申
出
を
希
望
す
る
場
合
は
、
必
ず
事
前
に
ご

　

相
談
く
だ
さ
い
。

申
込
み　

12
月
１
日（
木
）
～
15
日（
木
）農
業
振

　

興
課
窓
口（
土
曜
、
日
曜
日
は
除
く
）

問
合
せ　

農
業
振
興
課　

内
線
５
３
５

今

月

の

納

税

な

ど

国
民
健
康
保
険
税

第
５
期

介
護
保
険
料

第
５
期

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

第
５
期

※
納
期
限
ま
で
に
納
め
ま
し
ょ
う
。
口
座
振
替

　

を
ご
利
用
の
人
は
、
残
高
不
足
な
ど
に
ご
注

　

意
く
だ
さ
い
。

市
県
民
税
・
所
得
税
申
告
会
場

　

令
和
５
年
２
月
以
降
に
実
施
す
る
市
県
民
税
・

所
得
税
の
申
告
会
場
は
、
施
設
の
安
全
性
の
確

保
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
さ
れ
て
い
る
ウ
ェ
ル
ス

幸
手
の
み
と
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
各
地
区
の
詳
し
い
日
程
は
、
今
後
広

報
さ
っ
て
で
お
知
ら
せ
す
る
予
定
で
す
。

問
合
せ　

税
務
課　

内
線
１
３
３

生
活
の
し
づ
ら
さ
な
ど
に
関
す
る
調
査

　

在
宅
の
障
が
い
児
・
者
な
ど
の
生
活
実
態
と

ニ
ー
ズ
を
把
握
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
生

活
の
し
づ
ら
さ
な
ど
に
関
す
る
全
国
調
査
を
実

施
し
ま
す
。
調
査
対
象
世
帯
に
は
、
事
前
に「
調

査
実
施
の
お
知
ら
せ
」を
配
布
い
た
し
ま
す
の

で
、
調
査
員
が
訪
問
し
た
際
に
は
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

雨
水
貯
留
槽
設
置
費
等
助
成
金

対
象　

市
内
在
住
の
世
帯

助
成
金
額　

①
一
律
３
万
５
０
０
０
円
／
改
修

　

工
事
１
件
、
②
購
入
費
の
１
／
２（
上
限
２
万

　

円
、
１
世
帯
あ
た
り
２
基
ま
で
）

条
件　

つ
ぎ
の
い
ず
れ
か
の
条
件
に
該
当
す
る
こ
と

①
公
共
下
水
道
の
接
続
に
よ
り
不
用
と
な
っ
た

　

浄
化
槽
を
雨
水
貯
留
施
設
へ
の
転
用

②
雨
水
貯
留
施
設
と
し
て
の
雨
水
利
用
関
連
商

　

品
の
購
入
・
利
用

※
工
事
前
・
購
入
前
に
申
請
が
必
要
で
す
。

問
合
せ　

道
路
河
川
課　

内
線
５
５
４

政

治

活

動

用

事

務

所

の

立

札

な

ど

の

証

票

　

立
札
や
看
板
な
ど
を
掲
示
す
る
場
合
、
公
職

選
挙
法
の
規
定
に
よ
る
証
票
を
貼
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。
掲
示
す
る
場
合
は
、
市
選
挙
管
理
委

員
会
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
現
在
交
付
さ
れ
て
い
る
市
議
会
議
員

の
候
補
者
な
ど
の
証
票
の
有
効
期
限
は
令
和
４

年
12
月
31
日
の
た
め
、
引
き
続
き
掲
示
す
る
場

合
は
12
月
28
日
ま
で
に
申
請
の
手
続
き
を
行
っ

て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

選
挙
管
理
委
員
会　

内
線
５
１
２

入

学

準

備

金

貸

付

制

度

貸
付
対
象

　

市
内
在
住
で
、
令
和
５
年
度
に
高
等
学
校
、

大
学
な
ど
に
入
学
す
る
生
徒
の
保
護
者
で
入
学

準
備
金
の
調
達
が
困
難
な
人

※
合
格
発
表
前
の
申
請
も
可
能
。

貸
付
限
度
額　

○
高
等
学
校
、
高
等
専
門
学
校
、
専
修
学
校（
高

　

等
課
程
）
／
25
万
円

○
短
期
大
学
、
大
学
、
大
学
院
、
専
修
学
校（
専

　

門
課
程
）
／
50
万
円

返
還
期
限　

当
該
学
校
を
卒
業
後
５
年
以
内

返
還
方
法　

年
賦
ま
た
は
半
年
賦

申
請
受
付　

令
和
５
年
１
月
31
日（
火
）ま
で
に
窓
口

※
詳
細
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

学
校
教
育
課　

内
線
６
３
４

自

衛

官

募

集

▼
陸
上
自
衛
隊
高
等
工
科
学
校
生
徒（
一
般
）

受
付　

令
和
５
年
１
月
６
日（
金
）必
着

応
募
資
格　

男
子
で
中
卒（
見
込
含
む
）17
歳
未

　

満
の
人

試
験
日　

１
次
試
験
／
令
和
５
年
１
月
14
日

　
（
土
）ま
た
は
15
日（
日
）の
指
定
さ
れ
た
日

※
２
次
試
験
有
。

▼
陸
上
自
衛
隊
高
等
工
科
学
校
生
徒（
推
薦
）

受
付　

12
月
２
日（
金
）必
着

応
募
資
格　

男
子
で
中
卒（
見
込
含
む
）17
歳
未

　

満
の
人（
推
薦
に
つ
い
て
は
中
学
校
長
な
ど
の

　

推
薦
が
別
途
必
要
）

試
験
日　

令
和
５
年
１
月
５
日（
木
）
～
７
日

　
（
土
）の
指
定
さ
れ
た
日

▼
自
衛
官
候
補
生

受
付　

年
間
を
通
じ
て
受
付
中

応
募
資
格　

18
歳
以
上
33
歳
未
満
の
人

試
験
日　

受
付
時
に
お
知
ら
せ

※
詳
細
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

自
衛
隊
埼
玉
地
方
協
力
本
部
さ
い
た

　

ま
地
域
事
務
所
☎
０
４
８（
６
５
１
）２
４
２
０

全

国

一

斉
「

女

性

の

人

権

ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」
強
化
週
間

期
間　

11
月
18
日（
金
）
～
24
日（
木
）午
前
８
時

　

30
分
か
ら
午
後
７
時
ま
で

※
た
だ
し
、
19
日（
土
）、
20
日（
日
）お
よ
び
23

　

日（
水
・
祝
）は
午
前
10
時
か
ら
午
後
５
時
ま

　

で
。

電
話
番
号　

☎
０
５
７
０（
０
７
０
）８
１
０

相
談
担
当
者　

法
務
局
職
員
と
人
権
擁
護
委
員

※
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。

問
合
せ　

さ
い
た
ま
地
方
法
務
局
人
権
擁
護
課

　

☎
０
４
８（
８
５
９
）３
５
０
７

交
通
事
故
被
害
者
の
ご
家
族
へ
の
援
護
金

給
付
対
象　

埼
玉
県
内
に
在
住
す
る
乳
幼
児
な

　

ら
び
に
小
、
中
、
高
等
学
校
お
よ
び
各
種
学

　

校
な
ど
に
在
学
す
る
平
成
16
年
４
月
２
日
以

　

降
に
生
ま
れ
た
子
ど
も

給
付
額　

子
ど
も
１
人
に
つ
き
10
万
円

給
付
時
期  

令
和
５
年
５
月
上
旬

提
出
期
限  

令
和
５
年
１
月
31
日（
火
）ま
で

申
請
方
法　

危
機
管
理
防
災
課
で
配
布
し
て
い

　

る
書
類
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
み
ず
ほ
信

　

託
銀
行
浦
和
支
店（
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂

　

２

－

６

－

18
）に
郵
送
ま
た
は
持
参

問
合
せ　

埼
玉
県
交
通
安
全
対
策
協
議
会
☎
０

　

４
８（
８
２
５
）２
０
１
１
、
埼
玉
県
県
民
生

　

活
部
防
犯
・
交
通
安
全
課
☎
０
４
８（
８
３
０
）　

　

２
９
５
５

Ｓ

Ａ

Ｉ

Ｔ

Ａ

Ｍ

Ａ

出

会

い

サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
会
員
募
集

　

独
身
者
に
出
会
い
の
機
会
を
提
供
し
ま
す
。

対
象　

つ
ぎ
の
条
件
に
当
て
は
ま
る
人

・
結
婚
を
希
望
し
、
自
ら
婚
活
の
意
思
が
あ
る
20

　

歳
以
上
の
独
身
男
女

・
埼
玉
県
内
に
在
住
、
在
勤
、
ま
た
は
近
い
将
来

　

埼
玉
県
へ
移
住
を
検
討
中
の
人

・
電
話
回
線
の
あ
る
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
持
つ
人

費
用　

幸
手
市
民　

１
万
１
０
０
０
円

　
　
　

通
常　

１
万
６
０
０
０
円

※
２
年
間
有
効
。

※
詳
細
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

　

確
認
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

Ｓ
Ａ
Ｉ
Ｔ
Ａ
Ｍ
Ａ
出
会
い
サ
ポ
ー
ト
セ

　

ン
タ
ー
事
務
局
☎
０
４
８（
７
８
９
）７
７
２
１

春
日
部
税
務
署
非
常
勤
職
員
募
集

勤
務
期
間　

令
和
５
年
１
月
上
旬
か
ら
３
月
末
ま

　

で
の
う
ち
、
１
～
３
か
月
間

勤
務
内
容　

事
務
の
補
助
作
業
、
申
告
会
場
で
の

　

相
談
者
の
パ
ソ
コ
ン
操
作
補
助
等

時
給　

９
９
０
円
～
１
０
２
０
円

募
集
人
員　

１
３
０
人
程
度

申
込
み　

12
月
２
日（
金
）ま
で

※
詳
細
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

春
日
部
税
務
署
総
務
課
☎
０
４
８

　
（
７
３
３
）２
１
１
３

郷
土
資
料
館
か
ら
の
お
知
ら
せ

▼
機
織
り
体
験
学
習
市
民
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
養
成
講
座

日
時　

11
月
19
日（
土
）、
27
日（
日
）、
12
月
３

　

日（
土
）午
後
１
時
30
分
～
４
時

定
員　

10
人（
申
込
み
多
数
の
場
合
は
抽
選
）

対
象　

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
参
加
で
き
る
市

　

内
在
住
の
人

申
込
み　

11
月
８
日（
火
）午
前
９
時
か
ら
11
月

　

16
日（
水
）午
後
５
時
ま
で
電
話

▼
第
20
回
市
史
講
座

日
時　

11
月
26
日（
土
）午
後
１
時
30
分
～
３
時

内
容　

一
橋
慶
喜
の
家
臣「
渋
沢
栄
一
と
幸
手
」

講
師　

加
藤
弘
之
氏（
蓮
田
市
教
育
委
員
会
）

定
員　

30
人（
申
込
み
順
）

申
込
み　

11
月
８
日（
火
）午
前
９
時
か
ら
電
話

問
合
せ　

郷
土
資
料
館
☎（
47
）２
５
２
１

フ

レ

イ

ル

予

防

講

座

日
時　

11
月
24
日（
木
）午
前
10
時
～
正
午

場
所　

中
央
公
民
館 

講
座
室

対
象　

市
内
在
住
、
在
勤
、
在
学
の
人

講
師　

嶋
村
美
寿
貴
氏

定
員　

15
人（
申
込
み
順
）

申
込
み　

11
月
８
日（
火
）午
前
９
時
か
ら
電
話

　

ま
た
は
窓
口

問
合
せ　

中
央
公
民
館
☎（
42
）５
１
５
６

「 （信号機のない）横断歩道 」
　今年の 8 月 19 日沖縄で、「横断歩道に車　
保育園児 7 人ケガ」。交通量が多く、信号
機のない横断歩道を何事もなく渡り切るに
は、相当の覚悟・勇気がいります。日本は
まだまだ車

・ ・ ・

優先社会と感じられ、これでは
歩行者に優しくありません。
　横断歩道は、「車道を横断する歩行者の
安全を守るために設けられた道路区域であ
り、信号機のない横断歩道を歩行者が渡ろ
うとしたら、ドライバーは必ず横断歩道の
前で一時停止し、歩行者に進路を譲らなく
てはいけない。停止しなければ、道路交通
法違反となる」。「学童が手をあげて横断歩
道を渡り、車は両

・

車線ともきっちり停車す
る。そして、渡り終えた学童は車のドライ
バーにお礼のお辞儀をする。ドライバーも
思わずニッコリする」。そんな清々しく微笑
ましい光景が幸手市内でも、日常茶飯事に
なってほしい。いつだって、歩道や横断歩
道は歩行者優先！因みに、海外では強制的
に減速させる『ハンプ』（ラクダのコブの意）
の顕著な地域があります。


